
事業評価書（事前）

事務事業名 国立更生援護機関等の施設整備
( )目 的 近年の少子・高齢化に対応するために必要な機能を具現化する。1

事 ( )内 容 国立更生援護機関において、近年の少子・高齢化に対応するため、研修機2
務 能等の充実や施設利用環境の改善を図る。

（国立秩父学園）事 ①研修棟等の新築
業 障害への理解や療育援助技術の指導、さらには、自閉症等特有の発達
の 障害を有する障害児に対する療育技術の指導や援助など研修事業の充実
概 を図るため、研修棟等を整備し研修機能の充実を図る。
要 ②障害者等地域活動支援ハウスの増築（ ）国立塩原視力障害センター、国立神戸視力障害センター

高齢障害者を支えるボランティアや地域住民、さらに教員や小中学生
を対象とした福祉教育を実施するため障害者等地域活動支援ハウスを整
備し、培った技術の情報提供や研修の場を提供する。
③エネルギーセンター改修工事等（ ）国立身体障害者リハビリテーションセンター
経年によるエネルギー供給設備の機能低下、入院患者・入所者の高齢
化・重度化に伴う体幹機能の著しい低下により、よりきめ細かな処遇が
必要となっていることから、信頼性の高い環境問題に配慮したエネルギ
ー供給設備に改修し、入院患者及び入所者の処遇の充実を図る。
④全国身体障害者総合福祉センター改修工事
利用する障害者の高齢化、重度化が進み、利用者本位のきめ細かな対
応が必要となっており、これら高齢障害者に配慮した床面及び壁面への
改修やトイレ機能の改善・充実など利用環境の改善を図る。

要求額 ２，４００百万円
( )達成目標 平成１４年度中に整備を終えることにより、平成１５年度より効果的な研3

修事業の実施及び施設利用者の処遇の充実が図られ、質の高い専門職員が育
成されるとともに障害者福祉の増進が図られる。
［国民や社会のニーズに照らした妥当性］
知的障害児を有する保護者の負担の軽減や高齢化に伴う高齢障害者の援
助を目的とした地域福祉の活性化、入院・入所している高齢障害者の処遇
の充実など少子・高齢化社会に対応するものである。
［公益性］

( )必 要 性 当該事業により、国立施設として培った技術を研修事業等を通じて広く1
全国に情報が提供され、また、全国の障害者や家族等が利用する施設の改
修であることから公益性が認められる。
［官民の役割分担］
国立の社会福祉施設として、全国の民間施設の先導的・指導的立場にあ
り、培ったノウハウを広く全国に情報提供する責務がある。

評 ［民営化や外部委託の可否］
、 （ 、 、 ）新たな施設を整備することにより サービス分野 清掃 警備 リネン

において外部委託が可能である。
［緊要性の有無］
体幹機能に著しい障害のある入所者、入院患者等の処遇の改善、及び平
成１４年度より更なる研修事業の充実を図ることから研修棟等の整備が急
務である。

［今後見込まれる効果］
全国の社会福祉事業関係職員等が研修会等に参加することにより、より

価 ( )有 効 性 専門性のある質の高い職員が育成され、その研修成果を伝達することによ2
り波及的な効果が見込まれ障害者福祉の増進が図られる。
［効果の発現が見込まれる時期］
継続して充実した研修会を実施することにより質の高い専門職員が育成
されることに伴って、少子・高齢化社会への支援及び障害者福祉の増進が
徐々に促進される。
［単年度の費用］
２，４００万円（単年度）

( )効 率 性 ［手段の適正性］3
国立施設として培った先導的・指導的な技術を広く全国に情報提供するこ
とは有効、かつ、効率的である。



( )そ の 他4
（公平性・優先性

など）

関連事務事業 ○自閉症・発達障害支援センター（仮称）職員に対する研修事業の実施な
ど研修機能の充実のため研修棟を新築
→関連事務事業：自閉症・発達障害支援センター（仮称）を全国の自

閉症児施設、知的障害児施設等に附置

特 記 事 項

主 管 課 （主管課）社会・援護局障害保健福祉部企画課国立施設管理室
及 び 関 係 課


